
高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱  
 

制定 平成１９年４月１７日 
改正 平成２２年２月１５日 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、既存木造住宅の耐震補強を促進し、地震に対して多数の者の安全及

び市街地の防災安全性の確保を図ることを目的に、高知県内の既存木造住宅について木造

住宅耐震化促進事業を行う、高知県木造住宅耐震診断士を登録するために、必要な事項を

定める。 
 
（定義） 
第２条 この要網において、「耐震診断士」とは、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュ

アル（平成１９年３月発行）（以下、「耐震診断マニュアル」という。）に基づき実施し

た講習会の課程を修了し、高知県に登録した者をいう。 
２ 「木造住宅耐震化促進事業」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

（以下「補助金交付要綱」という。）第２条第２項に規定する事業をいう。 
３ その他、特段の定めのない用語の定義は、高知県木造住宅耐震化促進事業費補助金交

付要綱第２条に定めるところによる。 
 
（耐震診断士の登録） 
第３条 知事は、次の各号に該当する者で、高知県の指定する高知県木造住宅耐震診断士

養成講習会を受講し、講習会の最後に行われる考査で所定の成績を修めた者のうち、登録

申請書の提出のあった者に登録証(様式第1号)を交付し、耐震診断士として登録する。 
（１）建築士法(昭和25年法律第202号)第２条第２項に規定する一級建築士、同条第３項に

規定する二級建築士又は同条第４項に規定する木造建築士 
（２）高知県内在住または在勤の者 
 
（登録の申請） 
第４条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)を知事に提

出しなければならない。 
 
（登録の変更） 
第５条 第４条の規定により、耐震診断士として登録を受けた者は、登録申請書の内容に

ついて変更があったときは、その旨を知事に届け出なければならない。 
 
（登録証の再交付） 
第６条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合、登録証の再交付をすることができ

る。 
（１）第５条に規定する登録申請書の内容の変更のうち、住所、電話番号又は氏名に変更

のあった場合 
（２）やむ終えない事情により登録証を紛失した場合 
 
（耐震診断士の名簿の公表） 
第７条 知事は、耐震診断士の名簿を作成し、市町村に送付するとともに、県のホームペ



ージ、その他の手段により公表するものとする。 
 
（耐震診断士の業務） 
第８条 耐震診断士は、木造住宅耐震診断事業の木造住宅耐震診断を行うことができる。 

２ 登録設計事務所に所属する耐震診断士は、木造住宅耐震改修設計費補助事業の耐震改

修設計を行うことができる。 

３ 耐震診断士は、補助金交付要綱別表の補助要件（以下、この項で「補助要件」という。）

に掲げる現場確認等を行う場合は、次に掲げることを行うものとする。 

（１） 耐震改修工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり実施されているかいな

いかを確認すること。 

（２） 当該工事が耐震改修設計のとおりに実施されていないと認められるときは、直ちに

工事施工者にその旨を指摘し、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を住宅所有

者に報告すること。 
（３） 工事の施工状況を現場で確認し、すべての補強箇所の補強内容等がわかる写真及び

確認記録を工事完了後すみやかに住宅の所有者に提出すること。 
（４） 工事完了後すみやかに補助要件に適合していることを確認し、住宅の所有者に文書

でその旨報告すること。 
４ 耐震診断士は、市町村が実施する現場検査に立ち会うものとする。 
５ 耐震診断士は、知事が別に定める活動指針に従って業務を行うように努めるものとする。 
 
（耐震診断士の責務） 
第９条 耐震診断士は、木造住宅耐震化促進事業の際に知り得た家屋の情報や調査した資

料等を他に漏らしてはならない。 
２ 耐震診断士は、その立場を自覚し、謙虚に誠意を持って対応し業務を履行しなければ

ならない。 
３ 耐震診断士は、木造住宅耐震化促進事業の業務中は、常時、登録証を携帯するものし、

既存木造住宅の所有者から求められた場合は、これを提示しなければならない。 
 
（登録の有効期間） 
第10条 第３条の登録の有効期間は、登録証交付の日より３年とする。ただし、第６条の

規定により再交付した場合は有効期間の変更はないものとする。 
 
（登録の取消し） 
第11条 知事は、第３条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録

を取り消すことができる。 
（１）第３条第１項第１号に規定する建築士でなくなったとき 
（２）各市町村から業務受託後、業務の不履行、又は期間の遅延、若しくは現地調査や相

談業務等に不適当な行為があったとき 
（３）その他第９条に定める事項に反すると知事が認めたとき 
 
（報告等） 
第12条 知事は、耐震診断士に対して、木造住宅耐震化促進事業の適正な執行を図るため、
報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて勧告、助言をすることができる。 
 
（その他） 



第13条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断士に関しての必要な事項は別に定める。 
 
 
附則 
 この要綱は、平成１５年９月１日から施行する。 
 この要綱は、平成１９年４月１７日から施行する。 
 
附則 
１ 改正前の要綱に基づく耐震診断士の登録については、平成１９年９月３０日以降、そ

の効力を失う。 

 

附則 

 この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 



様式第１号 

 

 

（表面）（縦 55mm×横 90mm） 

高知県木造住宅耐震診断士登録証 

  
 

 

 

 

 

 

 

（写真） 

  縦3cm 
  ×横2.5cm 
 

 

 

 

 氏   名   
 生 年 月 日   
 登 録 番 号   
 登録年月日  

 有 効 期 限   
   

高知県知事  ○印 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 本証は、各市町村が、既存木造住宅を対象に、木造住宅耐震

化促進事業を実施することを目的に、高知県知事が高知県木造

住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき交付したものです。 

 

 注意事項 

 住所等に変更が生じたときは、届け出てください。 

 

 本人住所                     
 電話番号                     
  本証を拾得した方は、上記にご連絡ください。 

 



 

様式第２号 ※ 

登 録 番 号 H     -        

高知県木造住宅耐震診断士登録申請書 

平成     年     月     日 

 高 知 県 知 事 様 

※ 
 

 フ リ ガ ナ  

申請者氏名（自著）
 

   

 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱第４条の規定に基づき申請します。 

 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

 また、記載事項のうち氏名、勤務先、登録番号を一般に公開することについて、同意します。 

 

生年月日 明治 大正 昭和 平成      年      月      日 

種別  １ 級     ２ 級     木 造 

建築士の免許 

登録番号 

大臣 

（       ）知事 
第           号 

住所 

〒      

      

電話 （       ）       -       
自宅 

FAX （       ）       -       

名称       

住所 

〒      

      

電話 （       ）       -       

※ 

勤務先 

FAX （       ）       -       

連 

絡 

先 

E-mail （講習会などの情報をお知らせします）       

所属団体 
（個人及び所属する会社、事務所が所属するもの全て 

選択してください。） 

建築士会 

建築設計監理協会 

その他（         ） 

建築士事務所協会 

建設業協会 

 

注意 添付書類 

 ・建築士免許証の写し 

・６ヶ月以内に撮影した無帽、正面上半身、無背景の写真２枚 

 （１枚は右欄にのりづけしてください。） 

    ※ 氏名、勤務先、登録番号は一般に公開します。 

 

写真 
 
縦3cm×横2.5cm 
の り づ け



 

 

様式第３号 

高知県木造住宅耐震診断士登録事項変更届 

平成      年      月      日 

 高 知 県 知 事 様 

  

 フ リ ガ ナ  

申請者氏名（自著）
 

登 録 番 号    H      -      

  

 次の とお り 、登録事項に変更があ り ま し たので届け出ます 。 

 変 更 前 変 更 後 

フ リ ガ ナ             

氏   名              

種別  １ 級   ２ 級   木 造  １ 級   ２ 級   木 造 

建築士の免許 

登録番号 
大臣 ・ （       ）知事 

第              号 

大臣 ・ （       ）知事 

第              号 

住所 

〒      

      

〒      

      

電話 （       ）       -       （       ）       -       
自宅 

FAX （       ）       -       （       ）       -       

名称             

住所 

〒      

      

〒      

      

電話 （       ）       -       （       ）       -       

勤務先 

FAX （       ）       -       （       ）       -       

備考       

注意 氏名・自宅住所・電話番号に変更があった場合は受講修了証の再発行に写真が必要です。６ヶ月以内 
に撮影した無帽、正面半身、無背景の写真１枚（縦 3cm×横 2.5cm）を添付してください。 



 

 

様式第４号 
登 録 番 号 H     -        

高知県木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書 

平成     年     月     日 

 高 知 県 知 事 様 

  

 フ リ ガ ナ  

申請者氏名（自著）
 

   

 下記の理由により、耐震診断士登録証の再交付を申請します。 

 こ の申請書及び添付書類の記載事項は 、事実に相違あ り ません 。 

  

生年月日 明治 大正 昭和 平成      年      月      日 

種別  １ 級     ２ 級     木 造 

建築士の免許 

登録番号 

大臣 

（       ）知事 
第           号 

住所 

〒      

      

電話 （       ）       -       
自宅 

FAX （       ）       -       

名称       

住所 

〒      

      

電話 （       ）       -       

勤務先 

FAX （       ）       -       

連 

絡 

先 

E-mail （講習会などの情報をお知らせします）       

申請理由 

      

注意  ６ヶ月以内に撮影した無帽、正面半身、無背景の写真１枚（縦 3cm×横 2.5cm）を添付してください。 


